
明
治
初
期
法
華
宗
教
団
の
変
遷
に
関
す
る

一
考
察

日
蓮
宗
勝
劣
派
の
動
向
を
中
心
に
―
―

Jさ

一
、
は
じ
め
に

明
治
維
新
後
の
廃
仏
毀
釈
に
見
ら
れ
る
極
端
な
神
仏
分
離
政
策

・
神
道
国
教
化
政
策
が
頓
挫
し
た
後
、
明
治
政
府
が
国
民
教
化
策

を
担
う
た
め
明
治
五
年

（
一
八
七
一
こ

に
設
置
し
た
の
が
、
教
部
省
で
あ
る
。
教
部
省
で
は
神
道
に
加
え
、
当
初
排
除
さ
れ
て
い
た

仏
教
も
併
せ
て
、
国
民
に
対
す
る
皇
道
宣
布
を
行
う
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
教
化
組
織
と
し
て
神
仏
合
同
の
大
教
院
を

設
置
、
さ
ら
に
職
制
と
し
て
教
導
職
十
四
級
を
導
入
し
た
。
そ
の
教
導
職
を
各
宗
で
管
理
す
る
た
め
の
役
職
と
し
て
、　
〓
不
一
管
長

の
制
が
敷
か
れ
、
全
寺
院
は
日
蓮

・
天
台

・
真
言

・
禅

・
浄
±

ｏ
真
宗

ｏ
時
宗
の
い
ず
れ
か
に
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
日
蓮
門
下
に
お
い
て
は
従
来
総
本
山
が
存
在
し
な
か
っ
た
う
え
に
、
各
門
流
間
で
教
義
の
相
異
が
大
き
く
、　
一
つ
の
本

山
を
頂
点
と
す
る
単

一
教
団
を
形
成
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
管
長
を
選
出
す
る
に
あ
た

っ
て
混
乱
が
み
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
教

部
省
の
管
理
体
制
の
緩
和
に
従

っ
て
明
治
七
年

（
一
八
七
四
）
に
は
日
蓮
宗
勝
劣
派
と
日
蓮
宗

一
致
派
で
管
長
が
別
置
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
同
九
年

（
一
八
七
工〇

一
一月
に
は
勝
劣
派
が
八
品

・
本
成
寺

・
本
隆
寺

・
妙
満
寺

・
興
門
の
五
派
各
立
と
な
り
、
他
方
日
蓮

宗

一
致
派
は
単
称

「
日
蓮
宗
」
と
な
っ
た
。
勝
劣
各
派
が
独
自
の
宗
号
公
称
を
許
可
さ
れ
る
の
は
、
さ
ら
に
時
代
を
下
っ
て
明
治
三

社
外
学
業
　
第
二
十
二
子



十

一
年

（
一
八
九
八
）
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
紆
余
曲
折
を
経
て
、
日
蓮
門
下
は
江
戸
時
代
の

「本
山

・
末
寺
」
を
単

位
と
す
る

「門
流
」
か
ら
、
近
代
的
な

「宗
」
と
い
う
教
団
へ
と
再
編
さ
れ
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
間
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
明
治
初
期
と
い
う
時
代
背
景
も
あ

っ
て
記
録
は
少
な
く
、
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
法
華
宗
某
寺
所
蔵
の
、
本
能
寺

。
本
興
寺
両
山
九
十
世
古
森
日
経
聖
人

（
一
八
一
八
‐
一
八
九

一

以
下

「日
経
師
」
と
略
称
）
に
よ
る
記
録
と
み
ら
れ
る
文
書
を
も
と
に
、
当
教
団
が
日
蓮
宗
勝
劣
派
か
ら
日
蓮
宗
八
品
派
を
経
て
本

門
法
華
宗
と
な
る
ま
で
の
変
遷
過
程
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

二
、
日
経
聖
人
と
記
録
文
書
に
つ
い
て

日
経
師
に
つ
い
て

『本
能
寺
史
料
』
所
収
の

「両
山
歴
譜
　
日
唱
本
」
な
ら
び
に

『法
華
宗
年
表
』
よ
り
経
歴
を
確
認
す
る
と
、

明
治
二
年
八
月
、
大
阪
久
本
寺
よ
り
本
能
寺
本
興
寺
両
山
九
十
世
と
し
て
本
興
寺

へ
晋
山
し
、
同
十
三
年
退
山
。
そ
の
後
、
明
治
十

一
年
か
ら
十
三
年
に
日
蓮
宗
八
品
派
管
長
を
務
め
、
明
治
二
十
二
年
に
は
本
能
寺

へ
両
山
九
十
六
世
と
し
て
晋
山
し
、
明
治
二
十
四

年
に
七
十
四
歳
に
て
遷
化
し
て
い
る
。
こ
の
間
の
事
績
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
七
大
本
寺
確
立
の
問
題
が
起
こ
っ
た
明
治

六
年
頃
に
は
東
京
に
在

っ
て
、
他
の
勝
劣
各
派
本
山
代
表
と
共
に
、
こ
の
問
題
に
対
処
し
た
と
い
う
。

本
文
書
は
所
蔵
さ
れ
る
和
綴
じ
文
書
群
の
中
の

一
冊
に
あ
り
、
①
裏
表
紙
に

「日
経
」
と
捺
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
②
官
庁
届
出
文

書
の
写
し
部
分
に

「古
森
日
経
」
の
署
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
日
経
師
記
録
の
文
書
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
本
文
書
の
記
録
の

う
ち
、
教
団
側
と
所
轄
官
庁
で
あ
る
教
部
省
と
の
間
で
や
り
取
り
さ
れ
た
文
書
の
控
え
を
元
に
、
考
察
を
進
め
た
い
。
残
念
な
が
ら

教
部
省
管
轄
の
公
文
書
に
つ
い
て
は
多
く
が
散
逸
し
て
お
り
、
政
府
保
管
の
公
文
書
に
よ
っ
て
内
容
の
正
確
性
を
担
保
す
る
こ
と
が



出
来
な
い
。
し
か
し
、
日
蓮
門
下
他
派
に
よ
っ
て
保
管
さ
れ
て
き
た
既
出
文
献
と

一
致
す
る
内
容
も
多
く
、
公
文
書
を
即
時
に
記
録

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、
日
蓮
宗
勝
劣
派
の
各
立
に
向
け
た
動
き

教
部
省
か
ら
の

一
宗

一
管
長
制
に
対
し
て
動
き
を
見
せ
た
の
は
、
身
延
久
遠
寺
、
中
山
法
華
経
寺
、
池
上
本
門
寺
、
京
都
妙
顕
寺
、

京
都
本
囲
寺

（以
上

一
致
派
）、
京
都
妙
満
寺
、
越
後
本
成
寺

（以
上
勝
劣
派
）
の
七
本
山
で
あ

っ
た
。
七
本
山
は
管
長
制
度
の
受
け

皿
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
、
七
山
よ
り
管
長
を
選
定
す
る
こ
と
を
定
め
た
盟
約
書
を
結
び
、
さ
ら
に
七
山
に
よ
り
全
国
の
日
蓮
門
下

寺
院
を
統
括
す
る
旨
を
教
部
省
に
打
診
し
た
。

こ
れ
を
察
知
し
た
諸
本
山
は
激
し
く
反
発
、
八
品
派
と
興
門
派
を
中
心
に
京
都
の

一
致
派
諸
本
山
も
同
調
し
て
、
本
山
の
如
何
に

よ
ら
ず
管
長
を
選
出
し
、
管
長
に
よ
り

一
宗
を
統
括
す
る
よ
う
教
部
省
に
求
め
た
。
こ
の
求
め
に
応
じ
、
明
治
六
年
八
月
に
教
部
省

よ
り
達
書
が
出
さ
れ
、
七
本
山
制
の
無
効
と
、
特
定
の
本
山
に
よ
ら
ず
管
長
が

一
宗
を
管
理
す
る
方
式
を
認
め
た
。
こ
れ
に
よ
り
勝

劣
派
と

一
致
派
が
交
代
で
管
長
を
選
出
す
る
こ
と
に
な
り
、
勝
劣
派
当
番
の
際
は
五
派
よ
り
抽
鍍
で
選
ぶ
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。

明
治
七
年
に
入
る
と
、
日
蓮
門
下
以
外
で
も
各
宗
内
で
分
立
が
相
次
い
だ
。
す
な
わ
ち
、
融
通
念
仏
宗
の
浄
土
宗
か
ら
の
独
立
、

禅
宗
の
曹
洞

・
臨
済

（黄
栞
を
含
む
）
分
立
な
ど
で
あ
る
。
教
部
省
は
こ
の
流
れ
を
追
認
す
る
よ
う
に
、
同
年
三
月
に
は

一
宗

一
管

長
制
を
廃
止
し
、
各
派
に
管
長
設
置
を
認
め
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
日
蓮
宗
は
勝
劣

・
一
致
の
二
派
に
分
派
、
そ
れ
ぞ
れ
に
管
長
が

置
か
れ
た
。

こ
の
こ
ろ
、
神
仏
合
同
の
国
民
教
化

ｏ
皇
道
宣
布
の
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
大
教
院
で
は
、
神
道
中
心
の
運
営
に
仏
教
側
の
不

明
治
初
期
法
キ
常
教
団
の
人
速
に
関
す
る
一
考
慕
　
―
―
日
逹
常
勝
坊
糸
の
動
向
を
ヤ
だ
に
―
―



満
が
高
ま
り
、
つ
い
に
明
治
八
年

（
一
人
七
五
）

一
月
に
は
真
宗
四
派
が
大
教
院
を
離
脱
す
る
に
至

っ
た
。
こ
れ
が
引
き
金
と
な

っ

て
、
神
仏
合
併
の
大
教
院
は
同
年
五
月
に
解
散
に
と
な
り
、
以
後
教
導
職
の
養
成
は
各
宗
派
に
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、　
一
致
派
は
教
団
の
組
織
化
の
た
め
に

「宗
規
筐
正
会
議
」
を
招
集
し
、
身
延
山
久
遠
寺
を
祖
山
と
定
め
る
こ
と
、

管
長
の
選
出
方
法
や
、
全
国
寺
院
の
区
割
り
な
ど
を
決
定
し
た
。
こ
の
動
き
は
、
い
ち
早
く
身
延
山
を
中
心
と
す
る
近
代
的
教
団
組

織
を
編
成
し
、
勝
劣
派
に
対
し
て
優
位
を
保
と
う
す
る
意
識
の
表
れ
で
あ

つ
た
と
も
い
え
る
。

一
方
、
勝
劣
派
は

一
致
派
の
組
織
化
の
動
き
に
即
座
に
反
応
し
た
。
先
の
宗
規
麓
正
会
議
後
に

一
致
派
が
各
府
県

へ
配
布
し
た
條

款
に

「
日
蓮
宗
」
と
単
称
す
る
記
述
が
あ
り
、
勝
劣
派
執
事

・
能
受
日
光

（八
品
派
）
は
勝
劣
派
を
無
視
す
る
も
の
だ
と
反
発
、　
一

致
派
と
明
記
す
る
よ
う
同
派
に
抗
議
す
る

一
方
、
管
長
代
理
繹
日
貫

盆
ハ門
派
）
を
通
じ
て
教
部
省
に
も
同
派

へ
の
指
導
を
訴
え
た
。

折
し
も
、
江
戸
時
代
に
幕
府
か
ら
禁
制
と
さ
れ
て
い
た
不
受
不
施
派
が
、
再
興
を
目
指
し
て
同
年
六
月
と
九
月
の
二
度
、
教
部
省

に
上
申
書
を
提
出
し
て
い
た
。
教
部
省
か
ら
の
諮
問
に
対
し
、　
一
致
派
管
長
新
居
日
薩
、
勝
劣
派
管
長
繹
日
貫
と
も
に
再
興
反
対
の

上
申
を
提
出
し
て
い
る
。
不
受
不
施
派
の
再
興
運
動
が
、
日
蓮
門
下
教
団
再
編
の
動
き
を
加
速
さ
せ
た
側
面
も
否
定
で
き
な
い
だ
ろ

ｎヽノ。そ
し
て
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
、
同
年
十

一
月
二
十
七
日
に
は
教
部
省
よ
り
信
教
の
自
由
に
つ
い
て
日
達
が
出
さ
れ
た
。

（前
略
）

夫
教
導
職
ハ
各
自
ノ
教
義
ヲ
以
テ
教
導
ス
ル
者
ニ
テ
其
管
長
ハ
其
部
内
ノ
教
義
ヲ
掌
握
シ
布
教
上
ノ
責
任
ヲ
担
当
ス
ル
モ
ノ
ト

ス
故
二
其
ノ
部
内
教
導
職
ノ
進
退
専
ラ
具
状
申
告
ヲ
得
ル
勿
論
卜
雖
モ
其
等
級
与
奪
ノ
政
府
ヨ
リ
ス
ル
モ
ノ
ハ
即
今
日
行
政
上

ノ
保
護
二
出
候
筋
二
有
之
就
テ
ハ
官
吏
ノ
試
験
場
二
立
会
検
査
候
儀
モ
専
ラ
行
政
上
ノ
事
ニ
テ
其
宗
学
ノ
浅
深
答
き
ゅ
ノ
甲
乙



ヲ
鑑
定
ス
ル
主
意
二
無
之
抑
政
府
ヨ
リ
神
仏
各
宗
共
信
教
ノ
自
由
ヲ
保
護
シ
テ
之
ヲ
シ
テ
暢
達
セ
シ
ム
ル
以
上
ハ
乃
又
之
ヲ
シ

テ
行
政
上
ノ
稗
益
ナ
ル
モ
妨
害
タ
ラ
シ
メ
ス
以
テ
保
護
ノ
終
始
ヲ
完
全
ス
ル
是
レ
政
府
ノ
教
法
家
二
対
ス
ル
所
以
ニ
シ
テ
而
シ

テ
其
教
法
家

ハ
信
教
ノ
自
由
ヲ
得
テ
行
政
上
ノ
保
護
ヲ
受
ク
ル
以
上
ハ
能
ク
朝
旨
ノ
所
在
ヲ
認
メ
菅
二
政
治
ノ
妨
害
ト
ナ
ラ
サ

ル
ニ
注
意
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
務
テ
此
人
民
ヲ
善
誘
シ
治
化
ヲ
翼
賛
ス
ル
ニ
至
ル
ヘ
キ
是
レ
教
法
家
ノ
政
府
二
報
ス
ル
所
以
ノ
義

務
卜
謂
フ
ヘ
シ
是
以
当
省
ヨ
リ
授
与
セ
ル
三
條
之
教
則
モ
行
政
上
ノ
事
ニ
テ
其
試
験
立
会
ノ
法
ヲ
設
ク
ル
亦
此
教
則
ヲ
授
ク
ル

ヨ
リ
出
候
モ
ノ
ニ
有
之
依
テ
ハ
各
管
長
二
於
テ
モ
其
教
則
ヲ
奉
体
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
暴
日
十
七
説
等
ヲ
以
試
場
ノ
課
定
取
定
度
段

伺
出
即
当
省
二
於
テ
之
ヲ
聞
届
ケ
七
年
九
月
第
三
十
九
号
ヲ
以
地
方
官
二
告
達
シ
支
悟
ス
ル
処
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
次
第
ナ
リ
故
ニ

立
会
官
員
其
場
二
臨
ム
モ
必
克
布
教
上
弊
害
ナ
キ
ヲ
証
ス
ル
為
メ
ニ
テ
敢
テ
其
主
義
ヲ
屈
抑
ス
ル
筋
二
無
之
教
法
ヲ
布
ク
者
ト

教
法
ヲ
受
ク
ル
者
ト
ヲ
シ
テ
共
二
信
教
ノ
自
由
ヲ
完
全
ナ
ラ
シ
ム
ル
保
護
ノ
趣
旨
二
出
候
儀
卜
可
心
得
事

「政
府
に
よ
る
国
民
治
化
を
助
け
る
義
務
」
を
求
め
な
が
ら
も
、　
一
応
の
信
教
の
自
由
を
保
障
す
る
内
容
で
あ
っ
た
。
も
は
や
勝

劣
派
に
お
い
て
は
、
教
義
や
法
式
を
異
に
す
る
五
派
で

一
管
長
制
を
維
持
す
る
よ
り
も
、
五
派
各
立
に
向
け
た
動
き
が
加
速
す
る
の

は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
口
達
の
影
響
の
程
は
不
明
で
あ
る
が
、
日
達
の
五
日
後
に
は
、
勝
劣
派
は
教
部
省
に
対
し

て
五
派
各
立
の
願
書
を
提
出
し
た
。

別
紙
之
通
五
派
各
立
ノ
儀
弊
派
内
諸
本
山
代
理
共
ヨ
リ
願
出
候
間
進
達
仕
候
速
二
御
許
可
被
下
度
此
般
添
書
ヲ
以
願
上
候
也

明
治
九
年
十
二
月
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
蓮
宗
勝
劣
派
管
長
代
理

権
大
講
義
　
　
釈
　
日
貫

明
治
初
期
法
キ
常
水
団
の
人
速
に
関
す
る
一
考
慕
　
―
―
日
立
常
勝
坊
糸
の
動
向
を
ヤ
だ
に
―
―



教
部
―
―
　
　
磯
殿

※
筆
者
注
１
　
年
時
は
明
治
八
年
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
。

※
筆
者
注
２

「教
部
大
輔
　
宍
戸
磯
殿
」
の
略
と
思
わ
れ
る
。

日
蓮
宗
勝
劣
五
派
各
立
之
儀
願

営
勝
劣
派
ノ
儀
ハ
一
管
長

一
教
院
ニ
テ
教
義
上
百
般
取
扱
来
候
処
昨
七
年
三
月
御
省
乙
第
三
号
御
達
本
年
五
月
乙
第
四
号
各
自

布
教
ノ
御
達
二
基
キ
今
般
更
二
五
派
管
長
相
設
ケ
随
テ
教
院
並
取
締
モ
相
設
〆
各
自
布
教
ノ
実
効
ヲ
相
立
申
度
奉
存
候
間
此
段

五
派
惣
代
ノ
連
署
ヲ
奉
個
願
候
也

日
蓮
宗
勝
劣
派

八
品
派
惣
代少
講
義
　
　
諏
訪
日
守

本
成
寺
本
隆
寺
両
派
惣
代

少
講
義
　
　
廣
　
日
光

興
門
派
惣
代
権
中
講
義
　
玉
野
日
志

妙
満
寺
派
惣
代同
　
　
　
　
牧
田
精
巌

中
講
義
　
　
山
岬
日
障



教
部
―
―
　
　
磯
殿

日
蓮
宗
勝
劣
派
別
書

妙
満
寺
派
　
　
　
　
末
寺
現
存
凡

興
門
派
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
同

八
品
派
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
同

本
成
寺
派
　
　
　
　
仝
　
　
　
同

本
隆
寺
派
　
　
　
　
仝
　
　
　
同

四
百
九
十
ヶ
寺
余

二
百
五
十
ヶ
寺
余

三
百
八
十
四
ヶ
寺
余

百
三
十
ヶ
寺
余

七
十
ヶ
寺
余

但
本
隆
寺
派
ノ
儀
ハ
本
成
寺
派
卜
従
来
人
法
通
用
ノ
由
縁
之
レ
ア
リ
且
末
寺
モ
少
分
ナ
レ
ハ
教
義
吏
務
百
般
本
成
寺
派
へ
依
托

二
相
成
居
候
間
両
派
合
テ

一
派
卜
営
テ
出
候
事
モ
之
ア
リ
候
得
共
実
ハ
往
古
ヨ
リ
両
派
各
存
在
仕
候
今
般
モ
協
儀
ノ
上
両
派
ニ

於
テ

一
管
長
相
設
度
旨
申
出
候
也

右
者
今
般
五
派
各
立
ノ
儀
出
願
仕
候
二
付
テ
ハ
営
勝
劣
派
中
区
別
取
調
上
申
仕
候
也

明
治
八
年
十
二
月
二
日

日
蓮
宗
勝
劣
派
管
長

権
大
講
義

教
部
大
輔
　
生
ハ戸
磯
殿

繹
　
日
貫

明
治
わ
期
法
キ
宗
教
日
の
人
込
に
関
す
る

一
考
慕

―
―
日
立
常
勝
坊
糸
の
動
向
を
ヤ
だ
に
―
―



し
か
し
、
勝
劣
派
の
上
申
は
教
部
省
に
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
。
十
二
月
十
七
日
に
出
頭
要
請
を
受
け
て
管
長
繹
日
貫
を
は
じ
め
牧

田
精
巌

ｏ
玉
野
日
志

・
諏
訪
日
守

・
廣
日
光
の
各
門
流
代
表
が
教
部
省
に
出
頭
し
、
教
部
省
側
よ
り
再
考
を
促
さ
れ
た
。
勝
劣
派
側

は
協
和
の
目
途
は
立
た
な
い
と
反
論
す
る
も
、
教
部
省
側
の
態
度
は
変
わ
ら
ず
、
や
む
な
く
持
ち
か
え

っ
て
協
議
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
そ
の
後
、　
一
応
の
協
議
を
経
て
十
二
月
十
九
日
に
再
度
五
派
分
離
の
上
申
書
を
提
出
す
る
も
、
し
ば
ら
く
教
部
省
側
か
ら
の
回

答
は
な
か
っ
た
。

四
、
日
蓮
宗
勝
劣
派
の
単
称

「
日
蓮
宗
」
公
称
、
五
派
各
立
ヘ

教
部
省
か
ら
五
派
分
離
上
申
に
対
す
る
回
答
が
な
い
た
め
、
勝
劣
派
は
翌
明
治
九
年

一
月
二
十
二
日
に
追
願
書
を
五
派
連
署
で
提

出
し
た
。
そ
れ
に
対
す
る
教
部
省
か
ら
の
返
答
は
、
ま
た
も
勝
劣
派
の
期
待
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
上
申
に
つ
い
て
は
回
答
せ

ず
、　
一
致
派
の
単
称
を
認
め
た
こ
と
を
通
知
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

日
蓮
宗
　
勝
劣
派
管
長

其
宗

一
致
派
管
長
ヨ
リ
別
昏
之
通
伺
出
聞
届
候
條
此
旨
為
心
得
相
達
候
事

明
治
九
年
二
月
三
日
　
　
教
部
大
輔
　
宍
戸
磯

伺
書

-210-



日
蓮
宗

一
致
派
ノ
儀
従
前

ハ
日
蓮
宗
ト
ノ
ミ
相
唱
へ
日
蓮
宗

一
致
派
卜
煩
言
不
致
度
処
壬
申
年
間
各
管
長

被
為
置
候
節
宗
内
吏
ヲ
執
ル
者
先
誤
有
之
候
ヨ
リ
自
然
宗
内
緋
情
相
醸
シ
候
処
幸
七
年
三
月
各
派
管
長
適
宜
可
取
設
ノ
御
達
ニ

付
該
宗
管
長
設
立
ヲ
求
ル
ノ
急
ナ
ル
ヨ
リ
シ
テ
深
ク
宗
派
ノ
原
同
ヲ
察
セ
ス
一
致
派
管
長
設
立
申
立
候
條

一
時
草
卒
ノ
挙
漸
悔

ノ
至
り
深
ク
奉
謝
候
元
来
日
蓮
ノ
立
義

二
一
致
勝
劣
ノ
両
義
併
存
ノ
義

二
候
ヲ
強
テ
完
玉
ヲ
分
労
シ

一
致
卜
而
已
　
偏
称
候
ハ

日
蓮
立
宗
ノ
原
義
二
外
レ
候
ノ
ミ
ニ
非
ス
且
ツ
宗
詠
ノ
源
流
支
派
ノ
分
辮
モ
相
混
シ
不
都
合
不
既
二
天
台
宗
山
門
方
ノ
天
台
宗

ト
ノ
ミ
相
唱
候
適
例
モ
有
之
労
以
テ
今
般
宗
規
麓
正
ノ
趣
意
二
基
キ

一
時
ノ
謬
称
ヲ
改
メ

一
致
派
ノ
偏
称
ヲ
廃
止
シ
七
年
已
前

ノ
宗
号
二
相
復
シ
自
今
日
蓮
宗
ト
ノ
ミ
相
唱
度
候
條
此
般
相
伺
候
也

明
治
八
年
十
二
月
　
　
　
　
　
　
日
蓮
宗

一
致
派
管
長
　
　
新
居
日
薩

教
部
大
輔
　
生
ハ戸
磯
殿

（記
録
者
覚
書
力
）
此
分
下
伺
二
添
出
ス

宗
意
書
上
之
篤

毎
宗
毎
派
宗
門
大
意
以
書
取
可
差
出
旨
被
仰
渡
候
二
付
以
添
書
奉
申
上
候

弊
宗
二
於
テ

一
致
勝
劣
ノ
ニ
派
有
之
候
ハ
其
本
源
経
文
ヨ
リ
事
起
り
候
蓋
シ
法
華
経

一
部
廿
八
品
其
前
十
四
品
ハ
述
門
后
十
四

品
ヲ
本
門
卜
云
勝
劣
ノ
日
本
門
ハ
勝
レ
述
門
ハ
劣
ル
下
是
故
二
勝
劣
派
卜
唱
候
又

一
致
派

一
部
全
典
ハ
唯

一
ノ
妙
法
ナ
レ
ハ
本

述

一
致
卜
立
ル
故
二
一
致
派
卜
唱
来
り
候
其
義
署
〆
弘
経
要
義
本
述
章

二
載
又
且
又
去
ル
庚
午
ノ
復
先
命

二
依
テ
宗
門
大
意
ヲ

上
ル
今
之
ヲ
合
判
致
シ
候
故
乍
恐
備
御
高
覧
候
若
御
疑
難
ノ
義
モ
有
云
候
得
ハ
御
下
問
ヲ
蒙
度
伏
テ
奉
願
候
也

壬
申
　
エハ
月
十
四
日
　
　
大
教
正
　
久
遠
寺
　
日
健

明
治
初
期
法
キ
常
教
団
の
人
速
に
関
す
る
一
考
慕
　
―
―
日
立
常
勝
坊
派
の
動
向
を
ヤ
ぶ
に
―
―
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教
部
省
　
御
中

※
筆
者
注
　
庚
午
＝
明
治
三
年
、
壬
申
＝
同
五
年

日
経
師
記
録
に
写
さ
れ
た
伺
書
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
安
中
尚
史
氏
の
論
考
に
引
用
さ
れ
た
伺
書
と
は
文
面
を
若
干
異
に
す
る
。

安
中
氏
論
考
中
の
伺
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
伺
書
は
明
治
八
年
十
月
二
十
七
日
に
差
し
戻
さ
れ
た
後
、
同
年
十
二
月
十
四
日
に
再
提
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
上
で
、
こ
の
伺
は
二
月
三
日
に
認
可
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
認
可
当
日
に
勝
劣
派

へ
こ

の
事
実
が
通
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
を
受
け
て
勝
劣
派
側
で
ど
の
よ
う
な
協
議
が
持
た
れ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
相
当
な
衝
撃
が
走

っ
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
通
知
を
受
け
て
勝
劣
派
か
ら
教
部
省
に
出
さ
れ
た
伺
書
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。

伺
書
弊
宗
ノ
義
該
テ
往
古
法
華
宗
卜
称
シ
中
古
日
蓮
法
華
宗
近
世
二
至
り
唯
日
蓮
宗
ト
ノ
ミ
唱
来
候
ヘ
ト
モ
該
宗
二
於
テ
勝
劣

一
致

両
派
併
存
シ
テ
其
各
義
唱
来
候
儀
ハ
既
二
壬
申
六
月
十
四
日

一
致
派
久
遠
寺
前
住
職
故
権
大
教
正
北
風
日
健
ヨ
リ
差
上
候
別
紙

宗
意
書
上
表
二
顕
然
二
候
上

一
昨
七
年
三
月
各
派
管
長
適
宜
二
取
設
御
達
二
付
則

一
宗
ノ
中
ヨ
リ
公
然

一
致
派
管
長
ヲ
申
立
設

置
候
ヨ
リ
自
ラ
勝
劣
派
卜
唱
ル
更
二
相
成
候
然
ル
ニ
今
般

一
致
派
ノ
偏
称
ヲ
廃
シ
自
今
日
蓮
宗
ト
ノ
ミ
相
唱
度
旨
御
聞
届
二
相

成
候
上
ハ
勝
劣
派
ノ
名
モ
亦
何
二
侍
テ
対
立
ス
ヘ
キ
ノ
理
ナ
ク
該
派
ノ
僧
俗
挙
テ
疑
国
ヲ
醸
シ
労
以
テ
不
都
合
不
砂
候
間
営
勝

劣
派
名
モ
更
二
近
世
二
復
シ
唯
日
蓮
宗
卜
而
已
相
称
シ
申
度
此
般
相
伺
候
也

日
蓮
宗
勝
劣
派
本
山
惣
代
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少
講
義

権
中
中
講
権
大

日
蓮
宗
勝
劣
派
管
長

権
少
教
正

諏
訪
日
守

廣
　
日
光

牧
田
精
巌

山
岬
日
障

玉
野
日
志

繹
　
日
貫

教
部
大
輔
　
宍
戸
磯
殿

（朱
書
）

伺

之

趣

聞

届

候

事

明
治
九
年
二
月
十
四
日

「教
部
大
輔
宍
戸
磯
之
印
」

従
前
の
五
派
各
立
の
主
張
を
取
り
下
げ
、
勝
劣
派
も

「
日
蓮
宗
」
を
単
称
す
る
よ
う
に
上
申
し
た
の
で
あ
る
。

〓
不
の
中
で
他
門

流
が

一
致
派
を
名
乗

っ
た
た
め
に
当
方
は
勝
劣
派
を
名
乗

っ
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
り
、　
一
致
派
が
日
蓮
宗
を
単
称
す
る
な
ら
ば
、
当

方
が
勝
劣
派
を
名
乗
り
続
け
る
根
拠
も
な
く
な
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
五
派
各
立
は
認
め
な
か
っ
た
教
部
省
で
あ
っ

た
が
、
こ
の
勝
劣
派
の
上
申
は
認
め
ら
れ
た
。
日
経
師
記
録
に
上
申
の
期
日
は
見
ら
れ
な
い
が
、
わ
ず
か
十
日
ほ
ど
で
方
針
を
転
換

し
、
教
部
省
の
承
認
を
取
り
付
け
た
こ
と
に
な
る
。

明

治
わ
期
法
キ

常
教

団

の
友

速

に
関

す

る

一
考
慕
　
―
―

日
こ

常
勝

坊
糸

の
動

向
を
ヤ

だ
に
―
―
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そ
し
て
、
「
日
蓮
宗
」
単
称
を
認
め
ら
れ
た
旧
勝
劣
派
は
、
単
称
承
認
の
わ
ず
か
三
日
後
に
、
五
派
各
立
に
向
け
て
改
め
て
追
願

を
提
出
し
た
。

五
派
各
立
之
儀
追
願

今
般
勝
劣
派
名
ヲ
廃
シ
日
蓮
宗
卜
而
已
相
唱
度
旨
伺
上
候
虎
御
聞
届
二
相
成
難
有
拝
承
仕
候
附
テ
ハ
派
名
ヲ
沢
シ
彼
此
区
別
難

立
百
更
混
活
シ
テ
不
都
合
不
砂
且
ツ
五
派
ノ
義

ハ
固
ヨ
リ
所
立
ノ
法
体
宗
規
服
製
共
相
異
り
教
義
上
差
支
候
二
付
自
今
別
紙
派

各
書
ノ
通
相
称
シ
申
度
然
ル
上
ハ
百
般
区
分
相
立
混
雑
ノ
憂
モ
無
之
候
間
先
般
相
願
置
候
五
派
各
立
ノ
義
至
急
御
許
可
二
相
成

度
此
般
重
テ
連
署
ヲ
以
テ
願
上
候
也

明
治
九
年
二
月
十
七
日

八
品
派
惣
代
　
　
少
講
義
　
　
諏
訪
日
守

林
賊
持
派
惣
代
　
　
ク
　
　
　
　
廣
　
日
光

妙
満
寺
派
同
　
　
権
中
　
　
　
牧
田
精
巌

権
大
　
　
　
山
岬
日
障

興
門
派
　
　
　
　
権
大
　
　
　
玉
野
日
志

日
蓮
宗
管
長

権
少
教
正
　
　
繹
　
日
貫

教
部
大
輔
　
宍
戸
磯
殿

（朱
書
）
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書
面
之
趣
聞
届
候
條
　
管
長
選
定
之
上
可
届
出
事

明
治
九
年
二
月
十
九
日
　
　
　
印

追
願
に
お
い
て
は
、
勝
劣

ｏ
一
致
両
派
が
日
蓮
宗
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
混
清
に
よ
る
不
都
合
が
起
こ
っ
た
と
あ
る
が
、

こ
れ
は
建
前
の
理
由
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
勝
劣
派
の
日
蓮
宗
単
称
が
認
可
さ
れ
て
か
ら
追
願
を
提
出
す
る
ま
で
わ
ず
か
三
日

で
あ
り
、
具
体
的
に
不
都
合
が
起
こ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
さ
ら
に
、
（旧
勝
劣
派
）
日
蓮
宗
管
長
名
で
各
府
県
下
取
締
寺
院
に
対

し
て
日
蓮
宗
を
単
称
す
る
よ
う
に
達
書
第

一
号
を
出
し
た
の
は
二
月
十
八
日
の
こ
と
で
あ
り
、
追
願
を
提
出
し
た
翌
日
で
あ
る
。
こ

の
事
実
か
ら
も
、
勝
劣
派
側
は
、
五
派
各
立
を
達
成
す
る
こ
と
を
最
初
か
ら
念
頭
に
置
い
て
、
日
蓮
宗
単
称
を
求
め
て
い
た
こ
と
が

推
測
で
き
る
。
教
部
省
の
判
断
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
が
、
勝
劣
派
の
五
派
各
立
は
、
日
蓮
宗
単
称
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
う
や

ぐ
認
め
ら
れ
た
の
だ

っ
た
。

そ
の
後
、
明
治
九
年
二
月
二
十
七
日
付

「教
部
省
達
書
第
七
号
」
に
よ
っ
て

日
蓮
宗
中

一
致
派
勝
劣
派
之
名
目
差
除

一
致
派
ハ
日
蓮
宗
卜
単
称
シ
勝
劣
派
ハ
五
派
別
立
夫
々
管
長
差
置
度
段
願
出
聞
届
候
條

此
旨
為
心
得
相
達
候
事

但
別
立
ハ
別
紙
之
通
尤
本
成
寺
派
本
隆
寺
派

ハ
合
併

一
管
長
差
置
候
儀
二
有
之
候
事

（別
紙
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（△
印
ハ
朱
書
）

日
蓮
宗
妙
満
寺
派
　
　
　
△
元
勝
劣
派

同
　
皿
ハ　
門
　
派
　
　
　
△
同

明
治
わ
期
法
キ
常
教
団
の
友
速
に
関
す
る
一
考
慕
　
―
―
日
鐘
常
勝
坊
糸
の
動
向
を
ヤ
κ
に
―
―
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同 同 同

本 本 八

と
し
て
、
正
式
に

一
致
派
の
単
称
お
よ
び
勝
劣
派
の
五
派
各
立
承
認
が
公
示
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
勝
劣
各
派
が
求
め
た
各
門
流

を
単
位
と
す
る
教
団
へ
と
次
第
に
再
編
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

門
流
の
独
立
を
得
た
各
教
団
に
と

っ
て
、
次
な
る
問
題
は
宗
号
の
変
更
で
あ

っ
た
。　
一
致
派
が
日
蓮
宗
を
単
称
し
、
勝
劣
各
派
が

「
日
蓮
宗
○
○
派
」
を
名
乗

っ
て
い
る
こ
と
で
、　
一
致
派
が
本
流
で
勝
劣
各
派
は
支
派
に
属
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
世
間

一
般

に
持
た
れ
る
こ
と
に
、
勝
劣
各
派
内
か
ら
反
発
が
起
こ
っ
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
興
門
派
管
長
代
理
工
野
日
志
が
勝
劣
各

派
に
対
し
、
宗
号
改
称
に
つ
い
て
協
議
す
る
よ
う
呼
び
掛
け
た
。

諸
府
県
下
ノ
僧
俗
元

一
致
派
二
宗
号
ヲ
奪

ハ
レ
、
新
二
支
派
二
属
セ
ラ
レ
候
様
誤
解
シ
苦
情
申
出
候
者
砂
カ
ラ
サ
ル
ニ
付
、
自
今

宗
号
ヲ
改
称
仕
度
条
出
願
致
度
此
段
及
二御
協
議
一候
也
、

明
治
九
年
八
月
十
九
日

興
門
派
管
長

権
少
教
正
釈
日
貫
代
理

権
大
講
義
　
玉
野
日
志
　
印

二
派
大
教
院
御
中

口田
　
　
編体

成

寺

派

隆

寺

派

△
同
△
同

△
同
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妙
満
寺
派
ヘ
モ
同
日
同
文
、
八
品
派

ヘ
モ
同
段
、

勝
劣
派
の
う
ち
、
こ
れ
に
呼
応
し
た
の
は
八
品
派
の
み
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
同
年
十
月
十
日
、
八
品
派
は
本
門
法
華
宗
に
、

興
門
派
は
本
門
宗
に
改
称
す
る
許
可
を
求
め
て
、
同
日
に
願
書
を
教
部
省
に
提
出
し
た
。

宗
琥
復
興
願
書

本
年
二
月
勝
劣
派
ノ
派
名
ヲ
廃
シ
日
蓮
宗
ト
ノ
ミ
相
唱
度
伺
上
既
二
御
聞
ロ
ニ
相
成
候
処
宗
内
彼
此
区
分
区
立
候
故
八
品
派
ト

唱
呼
仕
度
願
立
御
許
可
ヲ
蒙
り
候
然
ル
処
門
末
ノ
僧
俗
新
二
支
流
二
属
セ
ラ
レ
候
様
ノ
疑
塊
ヲ
生
シ
連
々
挙
苦
情
申
出
事
実
難

黙
止
云
二
因
テ
断
然
派
号
ヲ
廃
シ
更
二
宗
祖
日
蓮
面
授
口
決
八
品
所
顕
本
中
之
本
神
力
結
要
付
属
之
法
性
二
基
キ
後
来
支
悟
無

之
様
判
然
本
門
法
華
宗
卜
相
称
度
此
段
奉
願
候
也

日
蓮
宗
八
品
派
管
長
代
理

明
治
九
年
十
月
十
日
　
　
　
権
少
教
正
　
古
森
日
経

教
部
大
輔
宍
戸
磯
殿

（朱
書
）

書
面
之
趣
難
及
詮
議
候
事

明
治
九
年
十
月
廿
日
　
　
印

明
治
わ
期
法
キ
常
氷
日
の
人
速
に
関
す
る
一
考
慕
　
―
―
日
立
常
勝
あ
糸
の
動
向
を
ヤ
ぶ
に
―
―
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し
か
し
、
八
品

¨
興
門
両
派
と
も
同
日
に
請
願
は
却
下
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
八
品
派
の
改
称
に
向
け
た
動
き
は
不
明
で
あ
る
が
、

興
門
派
に
お
い
て
は
明
治
十
三
年
ま
で
再
三
教
部
省

（同
十
年
以
降
は
内
務
省
社
寺
局
に
改
組
）
と
交
渉
す
る
も
、
叶
う
こ
と
は
な

か

っ
た
。
結
局
八
品

。
本
成
寺

ｏ
本
隆
寺

・
妙
満
寺
の
四
派
が
改
称
を
許
可
さ
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
本
門
法
華
宗

・
法
華
宗

・
本
妙
法
華

宗

ｏ
顕
本
法
華
宗
と
な
る
の
は
明
治
三
十

一
年
、
興
門
派
が
本
門
宗

へ
の
改
称
許
可
を
得
る
の
は
翌
三
十
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

二
十
二
年
間
に
わ
た
っ
て
宗
名
変
更
が
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
同

一
の
宗
祖
を
持
つ
教
団
の
宗
名
が
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
を

政
府
が
嫌

っ
た
た
め
か
と
も
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
。

五
、
お
わ
り
に

当
時
の
政
府
に
よ
る
宗
教
政
策
の
流
れ
は
、
祭
政

一
致

・
神
仏
合
同
布
教
を
あ
き
ら
め
、
政
府
の

一
定
の
管
理
の
も
と
で
の
信
教

の
自
由
を
認
め
る
方
向
に
あ

っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
勝
劣
派
か
ら
の
五
派
各
立
だ
け
を
主
張
し
て
い
て
も
、
他
宗
同
様
早
晩
認
め

ら
れ
る
方
向
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、　
一
致
派
の
単
称
認
可
を
知
る
や
十
日
で
五
派
各
立
の
主
張
を
取
り
下

げ
て
自
ら
も
単
称
の
認
可
を
得
た
こ
と
、
そ
こ
か
ら
数
日
の
う
ち
に
五
派
各
立
を
勝
ち
取

っ
た
こ
と
―
い
ず
れ
も
宗
教
教
団
と
し
て

は
異
例
の
速
さ
に
よ
っ
て
決
断

・
実
行
さ
れ
た
こ
と
に
は
驚
か
さ
れ
る
。
ま
た
、
多
く
の
本
山
が
京
都
に
あ

っ
た
こ
と
や
、
当
時
の

交
通

・
通
信
事
情
を
考
慮
す
る
時
、
東
京
の
大
教
院
に
在
勤
す
る
僧
侶
が
本
山
よ
り
全
権
を
委
任
さ
れ
て
独
自
に
判
断
し
、
各
派
代

表
と
協
議
し
て
い
た
事
が
十
分
に
考
え
ら
れ
う
る
。

そ
こ
に
は
、
政
府
か
ら
の
指
示
を
待
つ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
積
極
的
に
本
来
あ
る
べ
き
教
団
の
姿
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
先
師

の
苦
心
が
、
数
少
な
い
史
料
か
ら
拝
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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【法
華
宗
教
団
変
遷
関
係
年
表
】

明
治
五
年

（
一
八
七
二
）

明
治
六
年

三
月
十
月

二
、
二
四

五
月
八
月

二
月
二
月
一一一、　
一
二

三
月

一
月
四
～
五
月

六
、　
一
〇

六
、
九
月

一
一
、
二
七

一

一

一

、

一

一

明
治
七
年

明
治
八
年

明
治
わ
期
法
キ
常
教
団
の
人
速
に
関
す
る
一
考
慕
　
―
―
日
義
常
勝
坊
糸
の
動
向
を
ヤ
だ
に
―
―

◎
教
部
省
設
置
、
教
導
職
十
四
級
の
制
定

（四
月
）

◎

一
宗

一
管
長
の
制

（日
蓮

・
天
台

・
真
言

・
浄
土

・
禅

・
真
宗

・
時
宗
）

↓
☆
日
蓮
門
下
は
七
本
山

（身
延
等

一
致
五
山
と
妙
満

・
本
成
）
に
他
山
統
括
の
動
き
あ
り

◎
太
政
官
布
告
に
て
切
支
丹
禁
制
の
高
札
撤
去
、
黙
認

ヘ

◎
大
教
院
よ
り
三
章
教
憲

（三
条
の
教
則
）
布
達

☆
教
部
省
よ
り
日
蓮
宗
七
本
山
の
優
位
を
認
め
ず
、
各
本
山
同
等
と
府
県
に
達
書

●
浄
土
宗
よ
り
融
通
念
仏
宗
が
独
立

●
禅
宗
が
曹
洞
と
臨
済

（黄
栞
を
含
む
）
に
分
立

◎

一
宗

一
管
長
制
を
停
止
、
各
派
に
管
長
設
置
を
認
め
る

●
真
宗
よ
り
仏
光
寺
派
が
独
立

☆
新
居
日
薩
が

一
致
派
管
長

（四
月
）
、
繹
日
賓
が
勝
劣
派
管
長

（七
月
）
に
就
任

●
真
宗
四
派

（東

・
西

・
高
田

・
木
辺
）
が
大
教
院
か
ら
離
脱

◎
神
仏
合
併
布
教
の
差
し
止
め
、
神
仏
合
併
の
大
教
院
解
散
、
各
自
布
教

ヘ

☆

一
致
派
、
宗
規
量
正
会
議
を
開
催

↓
勝
劣
派
は

一
致
派
の
単
称
表
記
に
抗
議

☆
不
受
不
施
派
よ
り
教
部
省

へ
再
興
願
を
三
度
提
出

↓
教
部
省
よ
り
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し

一
致
、
勝
劣
両
派
と
も
再
興
に
反
対

◎
教
部
省
よ
り
信
教
自
由
の
口
達

☆
日
蓮
宗
勝
劣
派
五
派
各
立
を
教
部
省

へ
願
い
出
る
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明
治
九
年

明
治
十
年

一

一

、

一
一

一
、

一

一

、

一
一

一

二
、　
一
四

二
、　
一
九

二
、
二
七

四
月
九
月
一
〇
、
二
〇

七 一

☆
日
蓮
門
下
関
係
　
　
◎

一
般
宗
教
政
策
関
係
　
　
●
日
蓮
門
下
以
外
の
仏
教
各
教
団
関
係

王ヽ

（１
）

富
谷
日
震

『本
宗
史
綱

（旧
　
本
門
宗
と

下
巻

（本
山
要
法
寺
、
平
成
六
年
）
　

九
七
〇
頁

（２
）

例
え
ば
、
日
蓮
宗

一
致
派
の
単
称
を
求
め
る
伺
書
の
書
面
は
、
安
中
尚
史

稿

「明
治
期
日
蓮
宗
に
お
け
る

一
致
派

・
勝
劣

派
再
編
に
関
す
る

一
考
察
」
翁
日
蓮
教
学
教
団
史
論
集
　
冠
賢

一
先
生
古
希
記
念
論
文
集
』
平
成
二
十
二
年
三
月
　
所
収
）
五
五

●
黄
柴
宗
、
臨
済
宗
よ
り
独
立

☆
教
部
省
、
日
蓮
宗

一
致
派
よ
り
単
称
日
蓮
宗

へ
の
届
出
を
許
可

☆
教
部
省
、
日
蓮
宗
勝
劣
派
よ
り
単
称
日
蓮
宗

へ
の
届
出
を
許
可

☆
教
部
省
、
日
蓮
宗
旧
勝
劣
派
の
五
派
各
立
を
許
可

☆
教
部
省
、
日
蓮
宗

一
致
派
の
単
称
と
勝
劣
五
派
各
立
を
達
書
に
て
通
達

☆
日
蓮
宗
不
受
布
施
派
、
再
興
分
立

●
臨
済
宗
九
派
が
各
立
　
　
真
宗
興
正
派
が
独
立
　
浄
土
宗
よ
り
西
山
派
独
立

☆
教
部
省
、
日
蓮
宗
八
品
派
の

「本
門
法
華
宗
」
公
称
を
却
下

◎
教
部
省
廃
止
、
内
務
省
内
に
社
寺
局
を
設
置

（
一
、　
一
九
）

●
真
宗
五
派

（本
願
寺
、
東
、
専
修
寺
、
木
辺
、
興
正
）
各
立

《
そ
の
他
各
宗
の
独
立
》
※
独
立
宗
名

［独
立
元
］
の
順

不
受
不
施
講
門
派
…
明
治
十
五
年
　
　
法
相
宗

［真
言
］
…
十
五
年

華
厳
宗

［浄
土
］
…
十
九
年
　
　
真
言
宗
新
古
義
分
立
…
三
十
三
年



四
頁
と

一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
蓮
宗
勝
劣
派
の
単
称
に
関
わ
る
期
日
は
、
『本
宗
史
綱
』
と
同

一
で
あ
る
。

（３
）

安
中
尚
史

稿

「明
治
初
期
に
お
け
る
日
蓮
教
団
の
動
向
」
（日
本
近
代
仏
教
史
研
究
会

『近
代
仏
教
』
八
号
、
平
成
十
三

年
）
五
九
頁

（４
）

教
部
省

「日
蓮
宗
不
受
不
施
派
々
名
再
興
」
（国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
所
収
、
明
治
九
年
四
月
編
纂
）

（５
）

文
部
省
宗
教
局
編

『宗
教
制
度
調
査
資
料
　
第
二
巻
』
（原
書
房
、
昭
和
五
十
二
年
）

一
九
九
頁

（６
）

こ
の
伺
書
は
日
経
師
記
録
よ
り
引
用
。

（７
）

出
典
は
牧
口
泰
存

・
増
田
海
円
編

『現
行
日
蓮
宗
法
令
』
（日
蓮
宗
長
運
寺

。
明
治
三
十
八
年
）
。

（８
）

安
中
氏
前
掲
同
稿
に
引
用
さ
れ
た
伺
書
で
は
、
新
居
日
薩
２
肩
書
は

「
日
蓮
宗

一
致
派
管
長
」
で
は
な
く

「日
蓮
宗
管
長
」

と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
副
書
は
北
風
日
健
の
も
の
で
な
く
、
新
居
日
薩
自
身
に
よ
る
も
の
が
副
え
ら
れ
て
い
る
。

（９
）

富
谷
日
震
は
こ
の
時
点
で
、
「
四
派
各
々
派
号
公
称
の
認
可
を
得
」
た
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
『本
宗
史
綱
』
下
巻
　
九

七
四
頁
。

（１０
）

『宗
教
制
度
調
査
資
料
　
第
二
巻
』
二

一
六
頁

（１１
）

『本
宗
史
綱
』
下
巻
　
一
〇
五
五
頁

（‐２
）

興
門
派
の
伺
書
の
追
伸
に
、
コ

応
各
派
工
協
議
二
及
ヒ
候
処
、
別
紙
之
通
本
成
本
隆
寺
派

ハ
既
二
各
立
ノ
上
ハ
各
派
ノ
見

込
モ
有
レ之
殊
二
本
隆
寺
卜
共
同
致
居
レ
ハ
即
今
協
議

二
及
ヒ
カ
タ
キ
趣
、
妙
満
寺
派

ハ
貴
派
ノ
ミ
願
立
ヘ
シ
ト
ノ
酬
答
、
八
品

派
ハ
各
自
ノ
見
込
モ
有
レ之
二
付
日
ヲ
約
シ
同
時
二
出
願
致
度
旨

二
候
間
此
段
添
テ
上
申
仕
候
也
、」
と
あ
る
。
『本
宗
史
綱
』
下

巻
　
一
〇
五
六
頁
。

明
治
初
期
法
キ
宗
教
団
の
友
乏
に
関
す
る
一
考
慕
　
―
―
日
立
常
勝
坊
糸
の
動
向
を
ヤ
ど
に
―
―
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（キ
ー
ワ
ー
ド
〉

日
蓮
宗
勝
劣
派
　
日
蓮
宗

一
致
派
　
日
蓮
宗
八
品
派
　
教
部
省
　
古
森
日
経


